
図１　設置・変更許可申請及び完成検査手続きフロー
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製造所等の設置又は変更の許可を受けた者は、製造所等を設置
したとき又は製造所等の位置、構造若しくは設備（配管等も含
む）を変更し、その工事がすべて完了した時点で市町村長等に
対し完成検査の申請をし、市町村長等が行う完成検査を受け、
これらが技術上の基準に適合していると認められた後でなけれ
ば、これを使用してはならない。
申請時期：完成検査受検日が確定した段階（事前に電話等で消
防へ日程の仮予約をするとよい）
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改造計画、補修工事に伴う変更許可等の取扱いは、川崎市運用
の「製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについ
て」の具体的な例示を確認すること。
川崎市運用は川崎市消防局又は所轄消防署に確認する。

危険物施設の改造工事の際、タンク等の一部設備に危険物が
残っている状態であれば仮使用申請を行う必要がある。
行政側での標準申請処理期間：設置許可申請27日間、変更許可
申請18日間（土日祝日含む）
申請手数料：川崎市消防手数料条例 で規定

完成検査時には確認できなくなる部分（基礎の配筋、埋設配管
及びタンク防食等）の工事がある場合は、工事中に施工状態を
確認する中間検査を実施することがあるので、工事着工前に消
防に確認する必要がある。

1,000KL未満

1,000KL以上

設置又は変更許可を受けた製造所等で液体の危険物を貯蔵し、
又は取扱うタンク（製造所又は一般取扱所は、容量が指定数量
未満のタンクを除く。）を設置又は変更する場合は、製造所等
全体の完成検査を受ける前に、市町村長等が行う完成検査前検
査を受けなければならない。
完成検査前検査は、水張（水圧）検査、基礎・地盤検査及び溶
接部検査の３種類がある。ただし、基礎・地盤検査及び溶接部
検査については容量1,000KL以上の液体を貯蔵する屋外貯蔵タ
ンクに限られる。
申請時期：完成検査前検査受検日が確定した段階（事前に電話
等で消防へ日程の仮予約をするとよい）
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